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取
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「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
」
及
び
今
般
の
人
事
院
勧
告
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日
か
ら
九
日
ま
で
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
度
第
三
次
補
正
予
算
に
関

し
、
基
本
的
質
疑
が
行
わ
れ
た
が
、
内
閣
の
答
弁
を
踏
ま
え
、
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
」
及
び
今
般
の
人
事
院
勧
告
の
取

り
扱
い
に
関
し
、
内
閣
の
見
解
を
確
認
し
た
く
、
以
下
九
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。
な
お
、
本
臨
時
国
会
の
会
期
末
で
あ
る

十
二
月
九
日
よ
り
年
末
ま
で
は
三
週
間
で
あ
り
、
内
閣
に
お
い
て
取
り
組
む
べ
き
課
題
の
「
選
択
と
集
中
」
が
必
要
で
は
な
い

か
、
懸
念
し
て
い
る
旨
、
申
し
添
え
る
。

一

小
宮
山
厚
生
労
働
大
臣
は
、
本
年
六
月
の
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
成
案
」
、
八
月
の
工
程
表
に
基
づ
い
て
厚
生
労
働

省
の
審
議
会
等
で
議
論
し
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
、
国
民
の
負
担
面
が
次
々
に
出
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
「
お
伝
え
の
仕
方

は
非
常
に
ま
ず
い
」
と
の
認
識
を
示
し
、
「
し
っ
か
り
と
希
望
の
持
て
る
全
体
像
を
お
示
し
を
し
て
い
き
た
い
」
と
答
弁
し

た
が
、
年
末
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
形
で
示
す
の
か
、
伺
う
。
ま
た
、
全
体
像
は
消
費
税
に
つ
い
て
の
政
府
方
針
を
決
意
す

る
前
に
明
確
に
示
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
が
、
確
認
す
る
。

二

小
宮
山
厚
生
労
働
大
臣
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
の
子
ど
も
に
対
す
る
手
当
に
係
る
地
方
側
の
負
担
に
つ
い
て
、
従
前

の
二
倍
近
い
一
兆
円
程
度
を
お
願
い
し
た
い
と
の
意
向
を
示
し
た
と
の
報
道
が
あ
る
が
、
事
実
を
確
認
す
る
。

一



三

子
ど
も
に
対
す
る
手
当
の
地
方
側
負
担
に
つ
い
て
は
、
「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」
で
協
議
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

が
、
二
の
意
向
が
事
実
な
ら
早
期
に
協
議
の
場
を
開
催
す
べ
き
と
考
え
る
。
内
閣
の
方
針
を
伺
う
。

四

平
成
二
十
四
年
度
予
算
編
成
に
際
し
て
は
、
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
」
の
具
体
化
が
進
む
中
、
車
体
課
税
の
在
り

方
、
年
金
特
別
会
計
の
一
般
会
計
負
担
の
在
り
方
及
び
雇
用
保
険
の
一
般
会
計
負
担
の
在
り
方
も
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
思
う
が
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

五

人
事
院
勧
告
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
内
閣
は
、
勧
告
の
内
容
を
給
与
臨
時
特
例
法
の
措
置
が
「
内
包
」
し
て
い
る
と
し

て
、
実
施
を
見
送
る
決
定
を
し
た
が
、
「
内
包
」
と
い
う
文
言
は
法
律
用
語
と
し
て
は
耳
慣
れ
な
い
も
の
と
思
う
。
「
内

包
」
の
意
味
及
び
法
令
用
語
と
し
て
用
い
た
事
例
は
あ
る
の
か
、
内
閣
法
制
局
に
確
認
す
る
。

六

江
利
川
人
事
院
総
裁
は
、
内
閣
の
見
解
に
つ
い
て
四
つ
の
理
由
で
「
難
し
い
点
が
あ
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
即
ち
、
�

両
制
度
の
目
的
が
違
う
こ
と
、
�
給
与
の
フ
ラ
ッ
ト
化
の
対
象
が
違
う
こ
と
、
�
給
与
構
造
の
代
償
措
置
の
廃
止
が
含
ま
れ

て
い
な
い
こ
と
、
�
特
例
法
案
で
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
に
元
の
給
与
に
戻
り
、
勧
告
の
内
容
が
残
ら
な
い
こ
と
、
と
の

理
由
で
あ
る
。
以
上
四
点
に
つ
い
て
、
個
々
に
内
閣
法
制
局
の
見
解
を
伺
う
。

七

衆
議
院
予
算
委
員
会
の
内
閣
の
答
弁
は
、
仮
に
平
成
二
十
六
年
四
月
時
点
で
国
家
公
務
員
の
労
働
基
本
権
に
関
す
る
制
度

二



が
変
更
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
時
点
で
平
成
二
十
五
年
度
の
人
事
院
勧
告
を
実
施
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
確

認
す
る
。
ま
た
、
そ
の
時
点
で
、
こ
の
間
の
未
実
施
に
伴
う
職
員
側
の
不
利
益
は
、
遡
及
し
て
措
置
す
る
考
え
か
、
内
閣
の

見
解
を
伺
う
。

八

平
成
二
十
年
度
及
び
平
成
二
十
一
年
度
の
補
正
予
算
に
お
い
て
、
国
が
基
金
設
置
を
目
的
と
し
て
地
方
公
共
団
体
に
予
算

を
交
付
し
て
設
置
さ
れ
た
基
金
全
体
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
度
の
国
の
措
置
額
及
び
地
方
の
使
用
額
、
平
成
二
十
一
年
度

の
国
の
措
置
額
及
び
地
方
の
使
用
額
、
平
成
二
十
二
年
度
の
国
の
措
置
額
及
び
地
方
の
使
用
額
、
平
成
二
十
三
年
度
第
二
次

補
正
予
算
ま
で
の
国
の
措
置
額
を
そ
れ
ぞ
れ
伺
う
。

九

会
計
検
査
院
か
ら
、
こ
れ
ら
基
金
の
平
成
二
十
二
年
度
末
の
残
高
が
相
当
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
基
金
の

中
に
は
平
成
二
十
三
年
度
以
降
の
事
業
に
充
て
る
も
の
も
相
当
程
度
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
思
う
。
内
閣
の
見
解
及
び
今
後

の
基
金
の
取
り
扱
い
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

三


